平成２３年度のあゆの解禁日
本県では、あゆ釣りがいよいよ６月１日に一斉に解禁を迎えます。なお、下表のとおり各漁業権者の「遊漁規則」や鳥取県内水面漁場管理委員会の「指示」により、解禁日が別に設けられている場合がありますので、御留意ください。
	水系
	漁業権者（組合名）
	漁具・漁法
	解禁時期
	根拠

	千代川
	千代川漁業協同組合
	さお釣り
	６月１５日（八頭郡若桜町大字若桜における中国電力株式会社設置のえん堤上流端から上流の区域、同郡智頭町大字市瀬における中国電力株式会社設置の新市瀬橋上流端から上流の区域及び鳥取市用瀬町古用瀬における梅ヶ瀬橋上流端から上流の区域に限る。）
	委員会指示
遊漁規則

	
	
	引懸（ゾロ）
	６月１５日
	

	
	
	投網
	７月１日
	

	天神川
	天神川漁業協同組合
	投網
	７月１日（正午）
	遊漁規則

	日野川
	日野川水系漁業協同組合
	投網
	７月１日（正午）
	遊漁規則

	加勢蛇川
	―
	投網
	７月１日（東伯郡琴浦町大字野井倉２６６地先えん提から下流の区域に限る。）
	委員会指示

	勝田川
	―
	投網
	７月１日（東伯郡琴浦町大字佐崎１５４－１地先佐崎橋から下流の区域に限る。）
	委員会指示


注1） 鳥取県内水面漁業調整規則第２６条により、２月１日から５月３１日まで及び９月２６日から１０月３１日までの間は、あゆの採捕を禁止しています。上の表に記載のない水系（区域）及び漁具・漁法の解禁日は６月１日となります。
注2） 各河川では漁業協同組合が中心となって、稚魚の放流のほか、産卵場の造成を行うなど、あゆの資源保護に取り組んでいます。漁場におけるマナーを守り、河川環境の保全について、御協力をお願いします。

































